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市で行っている市民相談一覧（無料）休館日や相談員の都合などにより、
休みをいただく場合があります。

法律相談【要予約】予約専用電話　蕁23・4400
　木曜日・第2火曜日　市役所1階市民相談室
　※前日（前日が祝日の場合は前々日）の午前9時から電
話で予約受付。先着8人。相談時間は20分以内。なお、
時間の指定はできません。
一般相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
交通事故相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
行政相談　蕁33・1131
　第2月曜日、第4火曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
司法書士相談　蕁33・1131
　第1金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
土地家屋調査士相談　蕁33・1131
　第3金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
不動産相談　蕁33・1131
　第2・4金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
税務相談　蕁33・1131
　第3月曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室

特設人権相談　蕁33・1131
　第2・3・4水曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
消費生活相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午後1時～4時
　市役所1階消費生活センター
人権相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階人権市民協働課相談室
児童家庭相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前8時45分～午後5時15分
　市役所1階こども未来課
母子寡婦相談　蕁33・1131
　月・木曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階こども未来課
高齢者総合相談　蕁21・0294
　月～金曜日　午前9時～午後5時15分
　高齢者保健・福祉支援センター（ベルセンター）
心配ごと相談　蕁21・9871
　火曜日　午後1時30分～3時30分
　総合福祉センター
教育・幼児教育相談　蕁31・4460
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　教育支援センター
　心の相談ホットライン（蕁26・0005）

医療相談　蕁32・5622
　月～金曜日　午前9時～午後4時　市立病院
防火相談　蕁21・0119
　毎日　午前9時～午後5時　消防本部
労働相談　蕁23・8689
　火～日曜日　午前9時～午後5時
　地域経済課・労働政策担当（勤労青少年ホーム内）
就労相談【要予約】　蕁23・8689
　火～金曜日　午前9時～午後5時
　地域経済課・労働政策担当（勤労青少年ホーム内）
住宅相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所2階まちづくり政策課
福祉なんでも相談【要予約】蕁21・0294
　第2・４金曜日 午後1時～午後3時
　地域包括支援センター
女性相談（面談は要予約）
　にんじんサロン 蕁21・6500
　火～金曜日　午前10時～午後5時
　人権市民協働課 蕁33・9208
　月～金曜日　午前9時～午後5時

犯罪被害者相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室

　　　携帯サイトのQRコード：なお閲覧には、通信料が必要です。→

この広報紙は、再生紙を使用しています。また広報紙が届かない世帯の人は、秘書広報課へお問い合わせください。
本市の情報は、インターネットや携帯サイトからもご覧になれます。
PC　http://www.city.izumiotsu.lg.jp/　　　　携帯　http://www.city.izumiotsu.lg.jp/m/

市役所窓口業務は月～金曜日（土・日曜日、祝日と 12 月 29 日～1 月 3 日の
年末年始を除く）午前 8時 45分から午後 5時 15分まで行っています。

泉大津市公式 facebook ページに「いいね！」お願いします。
（アカウント名：泉大津市役所）

続泉大津の寺院今昔（14）板原行者講堂
板原3丁目、槇尾川近くに板原行者講堂があり、地

域の行者講員約30人により役行者が祀られています。
毎月7日夜に講が開催され、般若心経が読誦されます。
5月3～4日には大峯山参詣も行われています。また、
約10年ごとに大峰山行者による護摩供養が行われ、昭
和33年（1958）の願文も残っています。
現在の行者堂は昭和24年（1949）5月に大峰山か

ら役行者像を迎え、祀ったのをきっかけに同年10月に
竣工したと、行者堂に残る「板原行者堂記録」にみえ
ます。堂内には昭和6年（1931）の代参くじ記録が残
り、それ以前から講が存在したことをうかがわせます。
堂内は中央に役行者木像が祀られ、右手に役行者軸

2枚が掛かっています。軸前には「昭和参拾二年　天
神山行者」と墨書された石が安置されています。入口
の靴脱石は昭和26年（1951）3月に納谷長三郎市長
（当時）が寄贈したもので、市役所から大八車で運搬し
たと「板原行者堂記録」に記載されています。
大峯山系登拝講は本市内のほぼ全地域に分布します。

竜王講（池浦地区）、寅組（虫取地区）、旭講（我孫子
地区）など、固有名をつけている地区もあります。

次回は　「石材からみる人々のくらし」をお伝えし
ます。

板原行者堂内部




